
愛知県立刈谷工科高等学校 

電気科 

 

本校 電気科 卒業生の第二種電気工事士 筆記試験 免除について 

 

１ 筆記試験免除に該当するか確認してください。 

 

 ・昭和５２年３月卒業 ～ 平成１８年３月卒業 … 電気科の電子コースの卒業は筆記免除に該当しません。 

 

 ・上記以外の卒業生 … 取得された授業の科目によって筆記試験免除に該当するかどうか調べますので、 

電話（代表 0566-21-2227）にて、電気科職員にお問い合わせください。 

             （氏名・生年月日、卒業年月と連絡先電話番号をお伝えください） 

             卒業記録から取得単位を確認し、後日、筆記免除に該当するかどうかお伝えします。 

 

２ 一般財団法人 電気技術者試験センターの受験案内に則り、出願してください。 

  https://www.shiken.or.jp/method/index.html 

 

  インターネットまたは、書面による受験申込みどちらでも構いません。 

  証明書発行の際に、【出願日】、K から始まる【固有番号】が必要になるので、メモしてください。 

 

３ 「第二種電気工事士の筆記試験免除証明書」の発行をご依頼ください。 

  電話（代表 0566-21-2227）にて、電気科職員に【氏名、生年月日、卒業年月、出願日、固有番号、 

連絡先電話番号】を伝え、証明書の発行をご依頼ください。改めて卒業記録と照合し、電気技術者試験 

センター様式 A の【筆記免除申請用証明書】を発行します。 

準備が出来ましたら、折り返し連絡いたします。 

 

※本校事務室が発行する卒業証明書は筆記試験証明書とはなりません。 

 

４ 本校事務室にて、発行された筆記免除申請用証明書をお受け取りください。 

  受付は土日祝祭日を除く、午前８時４０分から午後５時００分までとなります。 

  運転免許証などの本人確認書類をお持ちください。 

 

５ 発行された筆記免除証明書に QR コードを貼り付け、受験案内の指定場所に送付してください。 

https://www.shiken.or.jp/guidance/pdf/2/file_nm01/shoumeisho.pdf 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 


